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委員と

　日程第３、報告に移ります。事務局より報告を願います。

委員、 ５番 田村　公史

事務局（森田事務局長） 　それでは、日程第３　報告事項につきまして報告します。

　報告事項１．本月中の会議と主たる処理事項につきましては、１２日に認定農業者の再認定に関する面

談が役場であり、事務局より前田が出席しました。

　１８日は、令和３年度後期高岡郡協議会が津野町役場で開催され、会長と私、森田が出席しました。

　１９日は、コスモス行政営農振興協議会幹事会がパストラルホールで開催され、事務局より私、森田が

　本日２７日は、午前中に第７回佐川町農業関係機関連絡会が高吾農業改良普及所で開催され、事務局よ

り前田が出席しています。

出席しました。

　２４日は、第８回佐川町農業関係機関連絡会が高吾農業改良普及所で開催され、事務局より前田が出席

　２２日は、高知県農業会議臨時総会と下期農業委員会会長・事務局長会議が役場でオンラインにて開催

され、会長と私、森田が出席しました。

第２項の規定により、 ６番 佐藤　良一 ８番 横畠　増吉 委員を指名します。

　定足数に達していますので、直ちに会議を始めます。本日の日程は、お手元に配布のとおりです。

　日程第２、議事録署名委員の選任を行います。議事録署名委員は、佐川町農業委員会会議規則第２０条

森田　有紀 委員、農地利用最適化

推進委員の 刈谷　哲二 委員、 田村　克郎 委員、 野村　隆博 委員から欠席の連絡が入っています。

議長（北添会長） 　定刻となりましたので、これより第１８回農業委員会定例総会を開会します。

　本日は ２番 田村　和弘 委員と ３番



　こちらは、持分１／２の相続となります。

　３１番が、所有者が の さん。権利取得者が の さん。土地の所在が、字

番 　他６筆。地目は田が５筆と畑が２筆で、面積が合計で７，１７７㎡。受付日・受

理日ともに令和３年１０月２１日。権利取得日が令和３年６月２１日で、取得事由が相続です。

　３２番が、所有者が の さん。権利取得者が甲の岡林幸男さん。土地の所在が、黒原字

　そして、本日の定例総会となっています。

　つづきまして、報告事項３．農地法第３条の３第１項の規定による届出書６件について報告します。

　３０番が、所有者が の さん。権利取得者が の さん。土地の所在が、加茂

字 番 　他５筆。地目が畑で、面積が合計で２，６３２㎡。受付日・受理日ともに令和

３年１０月１８日。権利取得日が平成２６年１月１４日で、取得事由が相続です。

しました。

　つづきまして、報告事項２．使用貸借解約届１件について報告します。

　貸し手が の さん。借り手が の さん。土地の所在が、中組字

番。地目が田で、面積が７０３㎡。契約の内容は令和２年５月１日から令和７年４月３０日

までの５年間の利用権設定で、受付日・解約日ともに令和３年１１月１日となっています。



番 　他１筆。地目は田で、面積が合計で５６５㎡。受付日・受理日ともに令和３年１０月

２８日。権利取得日が平成９年１月４日で、取得事由が相続です。

　以上で報告を終わります。

を省略させていただきます。

郷字 番　他４筆。地目は田が３筆と畑が２筆で、面積が合計で２，８２６㎡。受付日・受理

日ともに令和３年１１月１０日。権利取得日が令和３年１０月２１日で、取得事由が相続です。

　３３番が、所有者が の さん。権利取得者が の さん。土地の所在が、本郷

字 番 　他１筆。地目は畑で、面積が合計で２２１㎡。受付日・受理日ともに令和３年１１

月８日。権利取得日が平成１１年１２月３１日で、取得事由が時効取得です。

郷字 番　他１筆。地目は畑で、面積が合計で１，０３５㎡。受付日・受理日ともに令和３年

１１月１０日。権利取得日が令和３年１０月２１日で、取得事由が相続です。

　３５番が、所有者が の さん。権利取得者が の さん。土地の所在が、本

　３４番が、所有者が の さん。権利取得者が の さん。土地の所在が、本

　つづきまして、報告事項４．時効取得１件につきましては、先ほどの３３番の件になりますので、説明



【質問等なし】

　３１番が、譲渡人が の さん。譲受人が の さん。土地の所在が、瑞應字

 番 。地目は田で、面積が２５５㎡。申請の内容は、売買による所有権の移転で、価格は反

当たり５０万円です。

　３２番が、譲渡人が の さん。譲受人が の さん。土地の所在が、瑞應字

事務局（前田主任） 　それでは、第１号議案農地法第３条に関する件８件を説明します。

　３０番が、譲渡人が の さん。譲受人が の さん。土地の所在が、中野字

番　他４筆。地目は畑２筆と山林３筆で、面積が合計で７，７０㎡。申請の内容は、贈与による所有権の

移転で、山林については現在畑となっているため、３条申請の対象となっています。

議長（北添会長） 　それでは、これで報告を終わります。つづきまして、第１号議案農地法第３条に関する件を議案としま

す。

　事務局の説明を求めます。

議長（北添会長） 　事務局からの報告が終わりましたが、質疑等はありませんか。

 番　他１筆。地目は田で、面積が合計で１，２８１㎡。申請の内容は、売買による所有権の移



　３６番が、譲渡人が の さん。譲受人が の さん。土地の所在が、字

番 。地目は畑で、面積が３０１㎡。申請の内容は売買による所有権の移転で、価格は２５０万円です。

　３７番が、譲渡人が の さん。譲受人が の さん。土地の所在が、字

番。地目は畑で、面積が２９㎡。申請の内容は売買による所有権の移転で、価格は２万円です。

　３３番が、譲渡人が の さん。譲受人が の さん。土地の所在が、中組字

番 。地目は畑で、面積が２１０㎡。申請の内容は売買による所有権の移転で、価格は１

０万円です。利用権設定が同時に申請されており、それによって下限面積を満たすようになっています。

　３４番が、譲渡人が の さん。譲受人が の さん。土地の所在が、字

番　他３筆。地目は畑で、面積が合計で４９８㎡。申請の内容は、売買による所有権の移転で、価格

は全部で１６万円です。

　３５番が、譲渡人が の さん。譲受人が の さん。土地の所在が、字

番 。地目は畑で、面積が７０㎡。申請の内容は、売買による所有権の移転で、価格は５０万

円です。

転で、価格は反当たり５０万円です。



邑田推進委員 　３３番について報告します。申請地は 集落にあり、 より南に１００m行った左側の土地が申請

０ｍ以内の所にあります。現在は水田跡ですが、許可後は野菜を栽培する予定です。

　譲受人は主に野菜を栽培する兼業農家です。下限面積は超えており、農地の全てを効率的に耕作してい

ます。農作業に常時従事しており、栽培に必要な農機具類も全て所有しています。また、世帯の経営状況

や地域との調和要件も問題ありません。

より に抜ける町道を４００ｍぐらい登った「 」という の中にある５筆です。

　譲受人は主にショウガを栽培する専業農家です。下限面積は超えており、農地の全てを効率的に耕作し

ています。農作業に常時従事しており、ショウガ栽培に必要な農機具類も全て所有しています。また、世

帯の経営状況や地域との調和要件も問題ありません。

　つづきまして、３１番と３２番についてまとめて報告します。申請地は 集落内で、 から２０

議長（北添会長） 　それでは、確認委員さんより、確認報告をお願いします。

伊藤推進委員 　３０番について報告します。申請地は 集落内で、 から よりに２ｋｍぐらいの

　説明は以上です。

　３０番と３４番、３５番以外は、行政書士の田中勇さんが代理人となっています。



１番藤原委員 　３６番について報告します。申請地は 集落にあり、 より北へ２５０m入ったところに

地です。

　譲受人は全ての農地を耕作しており、農機具類も所有し、譲渡を受ける土地については野菜を栽培する

とのことです。世帯の経営状況も問題ありません。また、地域との調和要件も問題ありません。

事務局（森田事務局長） 　確認委員である刈谷推進委員に代わり、報告書を代読させていただきます。

　３４番について、申請地は 集落にあり、 、 を北に１km行った、

の北にあります。現在は草の状態ですが、ブルーベリーとゆずを作る予定とのことです。

和要件も問題ありません。

　譲受人は主にお茶を栽培する兼業農家です。下限面積は超えており、農地の全てを効率的に耕作してい

ます。耕作に必要な農機具も全て所有し、親と共同利用しています。また、世帯の経営状況や地域との調

　報告は以上です。

世帯の経営状況や地域との調和要件も問題ありません。

　つづきまして、３５番を説明します。申請地は 集落にあり、 、 の東側

にあります。現在は草になっておりますが、野菜を作る予定とのことです。

　譲受人は野菜を栽培する兼業農家です。下限面積は超えており、農機具も全て所有しています。また、



や地域との調和要件も問題ありません。

議長（北添会長） 　質問等がありませんので、お諮りします。第１号議案について、申請のとおり許可することに賛成の方

は挙手をお願いします。

【全員挙手】

議長（北添会長） 　確認委員の報告が終わりました。質疑等はありませんか。

【質問等なし】

あり、現在はサツマイモを栽培している土地で、許可後は野菜を栽培予定とのことです。

　譲受人は下限面積を超えており、農機具はリースとのことです。世帯の経営状況や地域との調和要件も

問題ありません。

田村営幸推進委員 　３７番について報告します。申請地は 集落内で、 から西に約８０mの所にあり

ます。現在は庭木が植えてあり、許可後は柿を植える予定とのことです。

　譲受人は主にお茶を栽培する専業農家です。下限面積は超えており、農地の全てを効率的に耕作してい

ます。農作業に常時従事しており、耕作に必要な農機具類を全て所有しています。また、世帯の経営状況



事務局（森田事務局長） 　確認委員である刈谷推進委員に代わり、報告書を代読させていただきます。

　申請地は 集落にあり、 から北に約３００ｍ行ったところにあります。北側は

で、他は個人宅であり、関係者の承諾も得ております。また、排水の計画も問題なく、車庫への進

入路も確保できており、何も問題ありません。

　説明は以上です。

議長（北添会長） 　それでは、確認委員さんより、確認報告をお願いします。

事務局（前田主任） 　それでは、第２号議案農地法第５条に関する件１件について説明します。

　譲渡人が の さん。譲受人が の さんと さん。土地の所在が、字

番 。地目は畑で、面積が９１㎡。転用目的は自家用駐車場で、農地区分は から５

００ｍ以内であることから、第２種農地と判断しました。

　行政書士の前田和さんが代理人となっています。

議長（北添会長） 　賛成全員。よって、第１号議案は申請のとおり決定しました。つづきまして、第２号議案農地法第５条

に関する件を議題とします。

　事務局の説明を求めます。



　質問等がありませんので、お諮りします。第２号議案について許可相当という意見を県知事に送付する

　報告は以上です。

　事務局の説明を求めます。

事務局（前田主任） 　それでは、第３号議案非農地証明願３件について説明します。

　６番が、申請者が の さん。土地の所在が、永野字 番 　他１筆。地目が田

で、面積が合計で４９０㎡。利用状況は、２５年ぐらい前から宅地になっているとのことです。

【全員挙手】

議長（北添会長） 　賛成全員。よって、第２号議案は許可相当という意見書を県知事に送付することに決しました。つづき

まして、第３号議案非農地証明願に関する件について議題とします。

【質問等なし】

議長（北添会長）

ことに賛成の方は挙手をお願いします。

議長（北添会長） 　確認委員の報告が終わりました。質疑等はありませんか。



綱第６条（５）に該当しているため、非農地証明をしても問題ありません。

　報告は以上です。

　行政書士の田中勇さんが代理人となっています。

事務局（森田事務局長）

　８番が、申請者が の さん。土地の所在が、瑞應字 番　他１筆。地目が畑で、面

積が合計で４４７㎡。利用状況は、５０番は２０年以上前から駐車場として、５２番３はその入り口通路

　申請地は２５年以上前から宅地となっています。佐川町農業委員会現況証明（非農地証明）事務取扱要

　説明は以上です。

議長（北添会長） 　それでは、確認委員さんより、確認報告をお願いします。

　６番について、確認委員である田村委員に代わり、報告書を代読させていただきます。

　７番が、申請者が の さん。土地の所在が、瑞應字 番 。地目が畑で、面積が

１８㎡。利用状況は、５０番の駐車場入り口として２０年以上前から利用しているとのことです。

　行政書士の田中勇さんが代理人となっています。

として利用しているとのことです。



　事務局の説明を求めます。

事務局（前田主任） 　それでは、第４号議案佐川町農用地利用集積計画１１月分に関する件３件について説明します。

　２９番は、貸し手が の さん。借り手が の さん。土地の所在が、西組字

 番 。現況地目は畑で、面積が１，６６５㎡。

伊藤推進委員

南にあります。７番は駐車場入り口通路として、８番は駐車場と入り口通路として、２０年以上前から利

議長（北添会長） 　賛成全員。よって、第３号議案は申請のとおり決定しました。つづきまして、第４号議案佐川町農用地

利用集積計画に関する件を議題とします。

【全員挙手】

【質問等なし】

議長（北添会長） 　質問等がありませんので、お諮りします。第３号議案について、申請のとおり許可することに賛成の方

は挙手をお願いします。

議長（北添会長） 　確認委員の報告が終わりました。質疑等はありませんか。

　７番と８番についてまとめて報告します。申請地は 集落内で、 から西に約１００m、 の

用しており、佐川町農業委員会現況証明事務取扱要綱第６条（５）で問題ありません。



　３０番は、貸し手が の さん。借り手が の さん。土地の所在が、字

番　他２筆。現況地目は田で、面積が合計で２，６９７㎡。

　賃貸借権の新規設定で、借り賃は反当たり玄米４４ｋｇ。作付け予定はヒノヒカリで、設定期間が公告

日から令和８年１１月３０日までの５年間です。

事務局（森田事務局長） 　２９番について、確認委員である野村推進委員に代わり、報告書を代読させていただきます。

　申請地は 集落にあり、 より南２００ｍ、 の東３００ｍの所にある畑で、

　３１番は、貸し手が の さん。借り手が の さん。土地の所在が、東組字

 番。現況地目は畑で、面積が１，１６５㎡。

　賃貸借権の再設定で、借り賃は５万円。作付け予定は施設ピーマンで、設定期間が公告日から令和８年

１１月３０日までの５年間です。

　説明は以上です。

議長（北添会長） 　それでは、確認委員さんより、確認報告をお願いします。

　賃貸借権の新規設定で、借り賃は全体で１万円。作付け予定は野菜で、設定期間が公告日から令和６年

１２月３１日までの３年１ヶ月間です。



　つづきまして、３０番について、確認委員である田村克郎推進委員に代わり、報告書を代読させていた

　借受人世帯の経営状況や農業従事とも問題ありません。農機具類も必要な物は所有しております。地域

だきます。

　申請地は と 集落内で、 より南西に１００mの所に 番 があり、

ており、常時従事日数も満たしています。また、地域との調和要件も問題ありません。

同じく より南西に２５０mの所に 番があり、同じく より南西に３

００ｍの所に 番があります。現在は３筆とも刈り取りがすんで、稲株がある状態で、申請

地では水稲を栽培する予定とのことです。

　借受人は主に水稲を栽培する専業農家で、世帯の経営状況に問題はなく、農地の全てを効率的に耕作し

　３１番について報告します。申請地は から東へ約４００mに位置している。現況はハ

現在は栗の栽培を行っています。申請地では続けて栗の栽培をする予定とのことです。

　借受人は野菜を栽培する兼業農家で、必要な農機具類も所有し、世帯の経営状況にも問題ありません。

地域との調和要件も問題ありません。

との調和要件も問題ありません。

ウス内で雨よけピーマンを栽培している。

森推進委員

　報告は以上です。



　事務局の説明を求めます。

事務局（前田主任） 　それでは、第６号議案佐川町農業振興地域整備計画変更（除外）２件について説明します。

　４番は、所有者が の さん。転用予定者が の 　

　 さん。土地の所在が、加茂字 番。地目は田で、面積が１，０４５㎡の

内６㎡。申請内容は携帯電話基地局の建築です。

　５番が、所有者が の さん。転用予定者が の さん。土地の所在が、瑞應字

議長（北添会長） 　賛成全員。よって、第４号議案は全て原案のとおり承認することとし、町長に回答することに決しまし

議長（北添会長） 　確認委員の報告が終わりました。質疑等はありませんか。

【質問等なし】

議長（北添会長） 　質問等がありませんので、お諮りします。第４号議案について、原案のとおり承認することとし、町長

に回答することに賛成の方は挙手をお願いします。

【全員挙手】

た。つづきまして、第５号議案佐川町農業振興地域整備計画変更に関する件について議題とします。



ますが、関係者の承諾は得ています。

　また、排水や日照についても影響がなく、特に問題はありません。

議長（北添会長） 　確認委員の報告が終わりました。質疑等はありませんか。

【質問等なし】

伊藤推進委員 　５番について報告します。申請地は 集落内で、 から西に約５０mの所にあります。現在は水

田跡で、申請地の東側は畑、西側は農道を挟んで梨園、南側は水田、北側は町道を挟んで宅地となってい

議長（北添会長） 　それでは、確認委員さんより、確認報告をお願いします。

北添推進委員 　４番について報告します。申請地は 集落内にあり、 の西約４０mの所にあります。

現在は不作付状態で、申請地の東側は水路、西側は 、北側は道路、南側は となっています。

　また、排水や日照についても影響がなく、特に問題はありません。

番 。地目は田で、面積が３２４㎡。申請内容は、個人住宅の建築で、行政書士の田中勇さ

んが代理人となっています。

　説明は以上です。



　１年１０ヶ月間という短い間でしたが、お世話になりました。

　事務局の説明を願います。

　１２月１日付で人事異動の発表があり、私、森田が事務局長の任を解かれ、産業振興課の参事となり、

代わって山本清和さんが教育委員会　遊学館・児童館館長から農業委員会の事務局長へ任命されました。

事務局（森田事務局長）

議長（北添会長） 　事務局からの説明が終わりました。質疑等はありませんか。

【質問等なし】

議長（北添会長） 　質問等がありませんので、お諮りします。第６号議案について原案のとおり承認することに賛成の方は

挙手をお願いします。

議長（北添会長） 　質問等がありませんので、お諮りします。第５号議案について原案のとおり承認することとし、町長に

回答することに賛成の方は挙手をお願いします。

【全員挙手】

議長（北添会長） 　賛成全員。よって、第５号議案について原案のとおり承認することとし、町長に回答することに決しま

した。つづきまして、第６号議案農業委員会事務局職員の任免に関する件についてを議題とします。



いますので、よろしくお願いします。

　森田局長、お世話になりました。古巣に戻られるということですので、また何かとつながりがあると思

【全員挙手】

議長（北添会長） 　賛成全員。よって、第６号議案について原案のとおり承認することに決しました。

【委員、事務局とも特になし】

議長（北添会長） 　それでは、以上をもちまして、第１８回佐川町農業委員会定例総会を閉会します。次回の定例総会は１

２月２０日、月曜日、午後１時３０分から役場２階大会議室で行います。

　その他、何かありませんか。



上記の顛末の正確なことを証明するために署名する。

議 事 録 署 名 委 員 ：

議 事 録 署 名 委 員 ：

議 長 ：


